
○建築業応援！住宅の修繕・改修事業助成金の手続きについて（フロー）

申請者 町

交付申請書の提出

 ※令和3年4月1日以降に着手した

  工事が助成金対象

 ※原則 工事を着手する前に申請

・様式第1号 助成金交付申請書

・様式第2号 個人情報確認同意書

その他添付書類

・見積書の写し

・施工する箇所の写真  など

・書類審査

・住民基本台帳の確認

・納税状況確認  など

助成金交付決定通知書の送付工事着手

※原則 助成金交付決定後

工事完了

工事完了報告書の提出

 ※令和4年3月31日までに提出

・様式第6号 工事完了報告書

・工事完成写真

・領収書の写し

・様式第8号 助成金請求書 など

書類審査

助成金交付確定通知書の送付

補助金の振込


